
令和6年12月支給分より児童手当の制度が一部変更に

なります。
※支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
必ず裏面の児童手当 手続き確認フローをご確認ください。

～大切なお知らせ～

■児童手当に関する問合せ先

楢葉町こども課 子育て支援係

Te l : 0 2 4 0 - 2 3 - 5 5 1 5

２. 支給額

１. 変更後内容

①１８歳まで(平成１８年４月２日以降生まれ)の児童(以下、高校生年代と表
記)がいる世帯が支給対象となります。

（受付時間:平日8:30～17:15）

令和６年10月11日(金)まで

①支給対象年齢拡大

②所得制限撤廃

上記①に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。

④多子加算の年齢拡充

第３子以降の児童は児童１人あたり支給が一律３万円となります。

⑤支給月が２か月に１回
児童手当の支給月が２月、４月、６月、８月、１０月、１２月となります。

３. 申請期限

児童の年齢 支給金額(一人当たりの月額)

第１子・第２子 第３子以降

３歳未満 15,000円 30,000円

3歳以上～高校生 10,000円

なお、申請期限が過ぎても令和7年3月３１日まで(必着)に申請があった場合は、

支給月は遅れますが、令和６年１０月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降

の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。

③多子加算の拡充

算定児童が１８歳～22歳 (平成１４年４月２日生まれ～平成１８年４月１日生まれ )の児童

(以下、大学生年代と表記 )となります。



楢葉町から、児童手当(特例給付)を受給していますか。

(保護者が２人以上<例：父と母>で子どもを
養育している場合)
所得の高い方の職業が公務員である。

高校生年代の子どもがいる。

勤務先にお問い
合わせください。

手続き
不要です。

所得の高い方の住
所地でお問い合わ
せください。

４. 児童手当 手続き確認フロー

②額改定認定請求書
を提出してください。

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

所得の高い方の住民票登録
地は楢葉町ですか。

大学生年代(H14.4.2生まれ～H18.4.1
生)の子がいて、3人以上の子どもが
いる。

高校生年代(H18.4.2生～H21.4.1生)
の子どもが、算定児童として登録
されている。
※高校生年代の子が、中学生の時
に楢葉町から児童手当を受給して
いた場合は、算定児童として登録
されている可能性が高いです。

はい いいえ

はい

大学生年代(H14.4.2生まれ～
H18.4.1生)の子がいて、その人
を含まて3人以上の子どもがい
る。

大学生年代の子(H14.4.2生まれ～
H18.4.1生)がいて、3人以上の子ど
もがいる。

②額改定認定請求書
③監護相当・生計費の負
担についての確認書
を提出してください。

①新規認定請求書
③監護相当・生計費の負
担についての確認書
を提出してください。

①新規認定請求
書を提出してく
ださい。

いいえ

いいえ はい

はい
いいえ

はい


